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○新谷委員長 次に、山井和則君。 

○山井委員 では、三十五分間、質問をさせていただきます。 

 今日は、テーマは三つで、年金改革、そして、エホバの証人などの宗教的虐待による輸血拒否、医療ネグレクト

で亡くなっているお子さんの問題、そして障害者の雇用促進について、この三点について質問をさせていただき

ます。 

 まず最初、前回も質問しましたけれども、年金改革についてですね。 

 武見大臣も、今までから、夏に試算結果が出るので現時点では何とも言えませんということをおっしゃってい

まして、私もそのとおりだと思います。ただ、夏に試算結果が出て、恐らく年内に政府案がまとまって、来年の通

常国会で年金改革の法案審議がされるということで、この厚労委員会でも非常にこれから大きな議論になります

し、何よりも国民の関心が非常に高い。さらに、今日一つ申し上げたいのは、二十年後とはいえ、約三兆円の年金

増税というものになる可能性もあるということで、本当にこれは大きな議論なんですね。 

 私たちも、民主党政権で年金改革の議論を長妻大臣、山井厚労政務官でやらせていただきましたけれども、や

はりこの財源論、本当に大きな壁で、私たちも、空理空論というか、理想的なことばかり言う気はありません。た

だ、残念ながら、やはり国民の関心は、年金充実も大事だけれども、幾ら財源はかかるの、それは消費税増税な

の、どうするのという、ここは避けて通れない問題なんです。 

 そこで、まず武見大臣に質問させていただきますが、前回も質問しましたが、今回政府案に入る可能性がある

のは、国民年金納付期間を五年延長して六十五歳までにする。これについては、五年間延びるから、約百二万円の

保険料の負担増になるということですね。しかし、武見大臣からは前回、その代わり、約十万円、年金の給付が増

えるという話がございました。これは国庫負担を増やすという前提だと思いますけれども、ここで武見大臣にお

伺いします。 

 この五年延長案で年間十万円、給付が増えるというためには、国庫負担が、二十年後ぐらいですかね、今後幾ら

必要になりますか。 

○武見国務大臣 まずは最初に申し上げておかなきゃいけないことは、現時点で次期制度改正の方向性は定まっ

ておりませんので、何ら予断を与えるものであってはなりません。年末頃の社会保障審議会年金部会の取りまと

めに向けて、これは引き続き丁寧に検討を進めます。 

 御指摘の国庫負担の数字については、仮定に基づくものであって、まだお答えすることは差し控えたいと思い

ます。 

 その上で、あくまで前回の二〇一九年の財政検証において二〇二〇年に実施した追加試算の内容をお答えさせ

ていただきますけれども、前提条件が異なりますから、今回の次期年金制度改正の議論とは関係がないというこ

とをまずは御理解いただきたいと思います。 

 そこで、基礎年金の保険料拠出期間を五年延長した場合については、経済成長と労働参加が進むケースの三の

場合、基礎年金の給付水準向上に伴って、制度施行から現行制度の見通しと比べて徐々に国庫負担が増え始め、

二〇四六年度では、二〇一九年度の価格に換算をして約一兆円、国庫負担が増加する見通しと当時試算をしてい

たところであります。それから、二〇一九年の財政検証では、現行制度において基礎年金の給付の二分の一が国

庫負担で賄われていることを踏まえて、延長分に関わる給付についても同様に、二分の一が国庫負担で賄われる

前提で試算を行っております。 

 いずれにいたしましても、次期財政検証のオプション試算の具体的な前提については、実は現在、検討中でご

ざいます。したがって、現時点で具体的な試算の内容についてお答えすることはできないことについては是非御

理解をいただきたいと思います。 

○山井委員 丁寧な答弁ありがとうございます。 

 この配付資料の三ページにありますように、つまり、現時点の試算じゃなくて、当時の二〇一九年の試算では、

二〇四六年、今から二十年後ぐらいでは、ここですね、〇・九兆、一・一兆とありますから、約一兆円、国庫負担



が増になるということなんですね。だから、六十五歳まで延長、いいなという方も世論調査でかなりおられるん

ですけれども、大前提は一兆円の増税が必要だということなんですね。 

 そうしたら、武見大臣、前回は、二〇一九年には、要は国庫負担増がない場合の試算というのはされていません

でしたが、今年の夏は、今言った一兆円程度の負担増が伴わない、国庫負担二分の一を増やさない試算というの

はやられる予定でしょうか。 

○武見国務大臣 前回はその試算は行っておりますけれども、これからやるかどうかはまさに今検討中です。 

○山井委員 先ほど言いましたように、五年間延長したら十万円、給付が増えるけれども、その前提は二十年後

に一兆円の負担増だと。 

 これもお答えにくいのは分かっておりますが、あえて聞きますが、一兆円というのはかなりの額ですからね、

二十年後とはいえ。どういう方法で財源を確保しますか、消費税増税か歳出削減か。 

 もちろん、正式に決まるのは夏とか年末というのは分かるんですよ。でも、やはり桁がでかいので気になるん

ですよ。選択肢を提示してもらうのでも結構ですから。例えば、歳出削減か増税かどっちかじゃないですか、そう

いうのでもいいんですけれども、今答えられる範囲で、一兆円の財源はどうするか、どういう選択肢を提示され

ますか。 

○武見国務大臣 基礎年金拠出期間の延長を行うかどうか、それから、その財源確保手段も含めて、現時点で次

期制度改正の方向性はまだ定まっておりませんので、何ら予断を与えるものではございません。年末までの社会

保障審議会年金部会の取りまとめに向けて、引き続きこれは丁寧に検討をさせていただきます。 

 したがって、仮定に基づいた御質問へのお答えは控えさせていただければと思います。 

○山井委員 ただ、財源確保も検討するということはおっしゃいました。当たり前の話ですよね、財源確保抜き

には年金改革案は決められない。 

 そこで、実はもう一つあるんですね。といいますのが、この表にありますように、今回の年金改革案の目玉は、

六十五歳への延長と、もう一つは基礎年金と比例年金部分のマクロ経済スライドの調整期間の一致なんですね。

この調整期間の一致をすることによって厚生年金も、基礎年金、国民年金も給付が維持できるという、まあ維持

できるからいいことじゃないかということなんですけれども、これにも財源が要るわけです。 

 つきましては、改めて確認ですが、二〇一九年の際の試算で結構ですが、四十五年加入に国庫負担を延長する

とともに、今のマクロ経済スライドの調整期間の一致をダブルでやると、二十年後ぐらいには大体、年幾らぐら

いの財源が必要になりますか。二〇一九年の数字で結構です。 

○武見国務大臣 あくまで前回の二〇一九年の財政検証において二〇二〇年に実施した追加試算の内容をお答え

させていただきますが、前提条件が異なりますから、今回の次期年金制度改正の議論とは関係ないんだというこ

とはまず御理解いただきたいと思います。 

 基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整期間の一致に加えて、基礎年金の保険料の拠出期間を四

十五年化した場合には、二〇二〇年に実施した追加試算における、経済成長と労働参加が進むケース三の場合、

基礎年金の給付水準向上に伴って、現行制度の見通しと比べて徐々に国庫負担が増え始め、二〇四六年度には、

二〇一九年度の価格に換算をして約三兆円、国庫負担が増加する見通しと当時試算をしておりました。 

 それから、先月、厚生労働省の社会保障審議会年金部会で御議論いただいたのは、次期年金制度改正に関する

検討の参考とするために、前回の二〇一九年の制度改正の際と同様に、これから財政検証を行うための一定の前

提を置いたオプション試算を行うということでございまして、基礎年金の拠出期間の延長や調整期間の一致を含

め、次期年金制度改正の内容については、現時点では何ら決まっているものではございません。 

○山井委員 御丁寧な、誠実な答弁ありがとうございます。 

 つまり、今回の年金改革の目玉と言われる調整期間の一致と国民年金四十五年加入には、今答弁されましたよ

うに、三兆円の財源が必要なんですね。つまり、年金百年安心、私もそれを信じたいし、信じておりますけれど

も、ただ、そのためには新たに三兆円の財源が必要になってくる。これは、繰り返し言いますけれども、二十年後

ぐらいの話ですけれどもね。 

 ついては、武見大臣、ここは悩ましいところなんですけれども、例えば、年金改革案の法案なりを作るときに、



二十年後に三兆円だから財源は今後検討しますというふわっとしたもので年金改革案というものを国会に提示す

ることは可能なのか、財務省との協議も含めてですけれどもね。いやいや、それは、年金改革を決める以上は、二

十年後に三兆円とはいえ、徐々に増えていくわけだから、消費税でやるのか、所得税でやるのか、あるいは歳出改

革で一兆円出して増税は二兆円なのか、その大まかな内訳は決めねばならないのか。そこはいかがでしょうか。 

○武見国務大臣 これは、国庫負担の在り方等を含めて次期年金制度改革についてはまさにこれから議論をさせ

ていただくことでございますので、今、私の方から、その負担の在り方はいかにというような御議論をさせてい

ただくことは控えさせていただきたいと思います。 

○山井委員 あえてお聞きしますが、財源確保のめどは書かずに法案を提出する、年金改革案を決めるというこ

とは、可能性はあるんですか。 

○武見国務大臣 それも含めて、これからしっかり議論をして取りまとめます。 

 いずれにせよ、委員御指摘のとおり、年金制度改革というのは国民生活に直結する極めて重要な課題であるこ

とは明らかであって、その内容をどうするかという議論については、丁寧に、しかも慎重に、誤解を招かぬように

議論を進めることが極めて重要だ、そう考えております。 

○山井委員 私がなぜこだわるかといいますと、ちょっと僭越ですけれども、二ページにありますように、二ペ

ージ上のこの表が全てなんです。つまり、二〇一九年度では、いわゆる所得代替率、百年安心が、比例部分が二

五％、基礎年金が三六％で、合わせると六一・七％、百年安心というのは五割以上ありますよということなんです

ね。 

 ところが、これからどんどんどんどん下がっていって、二十年後には国民年金は今より三割カットされて、六

万八千円ぐらいなのが二十年後には四万八千円になって、これじゃもう生活していけないじゃないか、そうなる

わけです。 

 ところが、追加試算二の調整期間一致、四十五年加入の国庫負担あり、つまり、三兆円増税をすれば、比例部分

は二五・四で今の二五・三よりも〇・一％プラス、基礎年金は今の三六・四よりも〇・六％上がって三七％。つま

り、三兆円増税をすれば今の年金の給付水準は維持できるんです。でも、裏返せば、三兆円の増税がなかったら今

の給付水準は維持できないんですよ。 

 ここが大きな悩みで、武見大臣は財源を書き込むかどうかも含めて検討とおっしゃいますが、ここが悩ましい

のが、私も、気持ちとしては、三兆円増税はきついな、何とか財源はうやむやにできないかなと思ったりもしない

ではないんですけれども、逆に、今の若者世代とか次の世代からすると、二十年後に三兆円増税がかかる年金改

革案を決めておいて、財源は知りません、そんな無責任なことを政治家はするのか、そう言われかねないんです

ね。今、武見大臣、首を横に振られましたけれども。 

 そういう意味でも、年金改革案に関して、三兆円増税が是か非かということを、恐らくこの厚労委員会でこれ

から議論することになると思うんですけれども、これも答えにくいとは思いますが、今これだけ物価高とかいろ

いろなことで国民生活が苦しい中で、この三兆円増税というのは果たして国民に受け入れる余地はあると思われ

ますでしょうか。 

○武見国務大臣 これは繰り返しになるんですけれども、四月十六日の社会保障審議会年金部会において、財政

検証に関して、次期年金制度改革を検討するに当たり実施する試算の内容について御議論をいただいたものであ

りまして、現時点で、基礎年金拠出期間の延長を行うかどうかも含めて、あるいは財源をどうするかということ

も含めて、次期制度改正の方向性はまだ定まっておりません。 

 そして、何度も申し上げるようでありますが、本当に年金というのは国民生活に直結する極めて大きな課題で

ございます。その制度改革に当たりましては、しっかりと、丁寧に、しかも誤解を招かぬように議論をすることが

非常に重要であって、したがって、今の時点で、方向が定まっておらない時点で私が言及することについては控

えさせていただきたいと思います。 

○山井委員 今委員席から、いやいや、年金が充実するんだったら三兆円増税も可能性はあるんじゃないかとい

う声が出てきまして、私もそれは一理あると思うんです。 

 ただ、三兆円増税というと、少なくとも消費税一％分ですよね。本当に、今の経済状況で、消費税下げろという



議論が出てきている中で、消費税下げろという国民の声が出てきている中で、この厚労委員会で消費税を一％上

げますという法案を通せるのか。もちろん私も言いたいですよ、年金制度を守るには財源が必要だと言いたいけ

れども、本当に国民が、それで、分かった、そのためには消費税一％上げていいよということを、国民の二割なの

か四割なのか、本当に過半数が消費税増税賛成、年金のためならと言ってくれるかというのは、私はかなり、ちょ

っと苦しいんじゃないかと思っています。 

 これはある意味で、言っちゃ悪いけれども、私も政争の具にしようと思っているんじゃなくて、これは超党派

で、この厚労委員会に課せられた今後一年の大きな課題ですので、これからも議論していきたいと思います。 

 次に、障害者雇用の質問をさせていただきたいと思います。 

 というのは、私の知り合いの方々でも、私もよく地元の支援学校を訪問させていただいたり、そこの生徒さん

が作っておられる野菜とかあるいは食器を使わせてもらったり、様々な形でおつき合いをさせてもらっているん

ですけれども、そういう障害のあるお子さんたちの保護者の方々の話を聞くと、やはり支援学校を出てからの就

職が一番心配だ、不安だ、もちろん福祉的就労も必要な方はいるけれども、できればより賃金が高い一般就労が

ありがたいという声も聞いたりします。 

 そこで、質問通告に従ってお聞きしたいんですけれども、今日の配付資料にもありますように、六ページです

ね。これは京都新聞にも出ておりましたけれども、障害者の賃金四倍に、宮城県。六ページ目。つまり、福祉的就

労から野菜工場という一般就労に替わったせいで、工賃が月に一万八千円ほどだったのが、給料として、月給、約

四倍の七、八万に引き上げられたと。これに対して宮城県も助成金を出しているということなんですね。 

 やはりそれは、工賃を上げよう上げようと僕らも国会で厚労省の皆さんと頑張っていますけれども、理想は、

最賃でもいいから一般就労にということなんですけれども、このような取組、例えばこれは宮城県が助成金を出

しているんですけれども、こういう福祉就労から一般就労へということの支援のために、厚生労働省、国が助成

金を出していただけませんでしょうか。 

○武見国務大臣 障害者雇用納付金による助成金、これは、企業が障害者を雇い入れるに当たり特別に必要とな

る設備や職場での支援に関わる費用について助成するものでございます。事業主が行う職場環境の整備などの取

組について助成の対象としております。 

 御指摘の事例のような、特定の事業全体の運営に要する費用や運転資金を助成することは、特定の産業、企業

における事業活動そのものに対する助成となることから適当ではなくて、また、国の助成金では、できる限り幅

広く事業主の取組を支援する趣旨であることなどを踏まえても困難でございます。 

 他方で、助成金を活用しやすくする観点から、本年度から、一部の助成金において支給対象の拡充等の見直し

を行ったところでございます。引き続き、障害者の雇用促進に資するよう対応いたします。 

 福祉から雇用への移行を希望する障害者については、本人の希望を踏まえつつ、ハローワーク、それから地域

障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターといった雇用による支援、それから、就労継続支援事業、就

労移行支援事業などの障害福祉サービスによる支援が連携して支援を行っているところでありまして、引き続き

こうした支援をしっかりと進めていきたいと思います。 

○山井委員 宮城県でもこういう助成金を出しているんですから、今も少し御答弁いただきましたけれども、そ

の要件を緩和して、国からの助成金ということも是非前向きに検討していただきたいのと、やはり、一般就労に

なって収入が安定すると、失礼ながら、親亡き後にどうやってお子さんが自立していけるのかとか、経済的自立

とか、そういう本当に御家族の安心にもつながりかねますので、ちょっとでも福祉就労から一般就労に移行しや

すくなるように、是非とも国として財政支援をしていただきたいと思います。 

 ついては、要は、障害者雇用促進のための助成をするためにも財源が必要でありまして、その財源は月五万円

の納付金が充てられているわけですね。つまり、障害者雇用をしない企業に対しては、一人当たり、雇っていなか

ったら月五万円、年間六十万円出してもらっているんですけれども、それをもうちょっと増やすべきだと思うん

です。 

 具体的には、今、百人規模の事業所に関しては、障害者雇用できなくても納付金は払わなくていいことになっ

ているわけですけれども、労政審でもこれを広げてもいいんじゃないかという議論が出ておりますので、是非、



百人以下の規模の事業所も納付金を支払わせるべきではないか。また、例えば、納付金の額も、事業者には申し訳

ないんですけれども、月五万円なのを月十万円に倍増させるとかして、少しでも障害者雇用を進めるための財源

を増やすべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

○武見国務大臣 障害者雇用促進法では、社会連帯の理念の下で、全ての事業主に対して、その雇用する労働者

の数に応じて一定割合の障害者雇用を義務づけるとともに、雇用義務を果たしていない事業主から、障害者の不

足数に応じて障害者雇用納付金を徴収する仕組みを設けております。 

 障害者雇用納付金に関する現行の取扱いとして、企業規模百人以下の事業主に関しましては、これらの企業の

障害者雇用の状況や、それを取り巻く雇用環境等を踏まえ、納付金の納付が免除されておりますが、納付金の適

用範囲の拡大については、これらの事業主に対する支援の実施状況を含め、障害者雇用の進展状況を踏まえなが

ら検討していくことが適当と考えます。 

 また、障害者雇用納付金は、対象障害者を雇用するために特別に必要とされる費用、これは特別費用と呼んで

おりますけれども、これについて、対象障害者一人につき通常必要とされる一か月当たりの費用の平均額を基準

に定めることとしておりまして、当該費用の平均額が約四万円前後であることを踏まえて設定したものであり、

現時点でこれを引き上げるということはまだ適当ではないと考えます。 

 いずれにせよ、現行制度の運営を通じて、障害者の雇用促進に取り組んでまいりたいと思います。 

○山井委員 是非、対象拡大なり引上げによって、障害者雇用の支援をするための財源を増やしてほしいと思い

ますし、一人当たり平均四万円ぐらいだということですけれども、やはり保護者の方や当事者の方のお話を聞く

と、一般就労に行った、しかしなかなかなじめなくて辞めちゃったというケースも多いんですよね。そのために

は、ジョブコーチとか、やはりそういう職場に定着できるための付き添った支援というのが必要だから、今おっ

しゃった一人当たり四万円じゃなく、そこをもっと上げていくべきだと思いますし、私も、二十四年前ですかね、

初めて当選したときの最初の国会質問、本会議は、障害者雇用促進法で、ジョブコーチの充実をということを質

問させてもらいましたので、ずっとそのことを私も要望を続けさせていただいております。 

 そして、もう一つ、前回からの労政審での積み残し課題でもあるんですけれども、今日の配付資料にも入れさ

せていただきましたが、つまり、障害者手帳はないけれども就労に困難がある障害者や難病の方々については、

医師の診断書のみならず、ハローワークや福祉事業所の評価によって幅広く障害者法定雇用率に含めるべきでは

ないか。 

 今、発達障害者の方々も非常に増えておられますし、手帳を持っておられない方々もおられるし、また、大人に

なってから障害があるんじゃないかと気づく方もおられるわけですね。そういう意味では、手帳はないけれども、

今言ったような一定の要件に基づいて幅広く障害者法定雇用率に含めて、一般就労しやすくさせるべきじゃない

かと思いますが、いかがでしょうか。 

○武見国務大臣 先ほど、特別費用について、私、四万というふうに申し上げてしまいましたが、これは約五万円

の誤りでありましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 それから、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲についてであります。これは、公平性や一律性を担保

する観点から、障害者手帳を所持する方としているところです。 

 本制度における障害者の対象範囲については、これまでの審議会の議論なども踏まえまして、個々人の状況な

どによって就労の困難さが大きく異なること、それから、雇用義務は採用の自由との関係から事業主に対する非

常に強い規制であることなどから、障害者手帳を所持していない障害者について一律にまた幅広く雇用率の対象

とすることは難しいと考えておりますが、関係者の意見も踏まえつつ、これに適切に対応してまいりたいと思い

ます。 

 一方で、雇用率制度の対象ではない障害者についても、その方の能力や適性に応じた就労支援を行っていると

ころでございます。引き続き、適切に対応してまいりたいと思います。 

○山井委員 私、以前、スウェーデンに二年間留学しまして高齢者福祉や障害者福祉の研究をさせてもらってい

ましたけれども、やはりスウェーデンなんかは、本当に障害者の方々がもっと自由に学んで、もっと自由に働か

れています。やはり、そういうものを見ると、先ほどおっしゃった一人当たり五万円の障害者雇用の特別支援金、



辺りとおっしゃっていましたけれども、それをもっと引き上げてでも一般就労できるように支援を強化していた

だきたいと思います。 

 それと、もう一点、それに関連して、実は今、法定雇用率が令和六年四月では二・五％に、令和八年七月には

二・七％ということなんですけれども、五年に一遍労政審は開かれますから、このままいくと次は令和十年にな

っちゃうんですけれども、この表を見ても二・三、二・五、二・七だから、令和十年には二・九か三％には、就労

したい障害者の方々もどんどん増えているわけですから、増やすべきだと思うんですね。 

 ついては、令和十年には二・九％か三％に引き上げるべく、労政審も、五年を待たずに、令和九年とか令和八年

に開くべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

○武見国務大臣 障害者雇用率制度は、社会連帯の理念の下で、全ての事業主に対して、その雇用する労働者の

数に応じて一定割合の障害者の雇用を義務づけるものでございます。五年に一度設定することとされておりまし

て、労働政策審議会障害者雇用分科会における議論を経て設定をいたします。 

 現在、既に令和九年度までの法定雇用として二・七％まで引き上げられることが決まっておりますけれども、

令和十年度以降の雇用率に関しましては、障害者雇用の状況を踏まえて、検討、議論をまさに行っていくことに

なります。 

 前回、これは令和四年の十二月でありますが、前回の障害者雇用促進法の改正の際の議論におきましては、障

害者の雇用率制度の在り方などの論点が引き続き検討課題とされております。これまでの労働政策審議会におけ

る議論の内容や、本年度から施行された改正障害者雇用促進法の施行状況などを踏まえながら、可能な限り速や

かに検討を開始したいというふうに思います。 

 また、令和九年度までの雇用率の引上げに適切に対応しつつ、障害者の雇用が促進されるよう、必要な取組を

行ってまいりたいと思います。 

○山井委員 文科省の調査によりますと、学校における発達障害のお子さんたちの割合も急激に増えているとい

う話もありますし、今後、一般就労あるいは福祉就労をされたい障害のある方々というのは、どんどんどんどん

増えていくと思うんですね。そういう意味では、早急に引き上げていただきたいと思います。 

 それでは、最後に、エホバの証人の輸血拒否問題、医療ネグレクトの問題について質問をさせていただきたい

と思います。 

 一昨年の十月、むち打ちに関して、エホバの証人で行われている子供に対するむち打ちに対して、この場で加

藤厚労大臣が、それは児童虐待に当たるという重要な答弁をしていただいて、そういうことから始まって、一年

半かかって、今回、宗教的虐待の実態調査をこども家庭庁が研究事業で行うことになりました。 

 そこで、残念なのは、相変わらず、ここにありますように、母体への輸血、帝王切開が必要であり、母体に輸血

をしないと母子共に死亡するリスクがあった、あるいは、十三歳の子供の輸血を理由に骨髄移植を拒否、本人も

洗礼予定、みとりとなった、亡くなったというように、今も輸血拒否でお子さんが亡くなっているわけなんです

ね。 

 そして、こちらの記事を見ましても、宗教関係者に手当てをしてもらい、病院を受診せず、子供が外来でそのま

ま亡くなった、受診もさせてもらえなかった、骨髄移植を拒否し、みとりとなって亡くなった。今回こども家庭庁

が委託をしてやった調査でさえ、今もお子さんが亡くなっている。 

 そして、これは過去ですけれども、今に始まった問題ではなく、私、この厚労委員会で何回も取り上げています

けれども、十八ページ、大ちゃんという小学生が、トラックにひかれて輸血が必要だったのに親が輸血を拒否し

て、亡くなった。これを見てください、一九八五年六月六日の事件。四十年前からこれは議論になっているんです

よ、四十年前から。この記事にありますように、大ちゃんは血まみれになりながらも、生きたいと、本人、小学生

の大ちゃんは生きたいと言っていたんですね。でも、輸血が受けられず亡くなったんです。 

 四十年前からこのエホバの証人の輸血拒否は問題ですねとなっているんです、四十年前から。にもかかわらず、

今回の調査でもまだ亡くなっている人が出ている。 

 これは私は、やはりつら過ぎるし、実際、私、エホバの証人の二世の方々から、生きたい、手術を受けさせてほ

しい、死にたくない、直接私も要望を受けています。当たり前ですよね。人として生まれて、生きたい、手術して



ほしい、輸血を受けさせてほしい、死にたくない、当たり前ですよ。 

 そこで、医療問題に造詣の深い武見大臣に切に要望したいんですけれども、そろそろこの問題も決着をさせて、

親が宗教上の理由で輸血は駄目だと言っても、お医者さんが判断して輸血をして手術をして人命救助しても、今

は、訴訟されて負けるリスクがあるから、ややこしいからということで泣く泣くお医者さんが手術できないケー

スがあって、私も、お医者さんからも、何とかしてほしい、亡くなる可能性のある子供を見捨てることが医療者と

してできない、そういう要望も医療者からもいただいています。 

 武見大臣、何とか、今回の調査結果も踏まえて、こういうエホバの証人などの宗教上の理由で手術拒否、輸血拒

否のときに、お医者さんがこれは命に関わるといって手術をしても裁判に負けないように、そういうふうにする、

すぐにとは難しいかもしれませんけれども、そのための検討会を立ち上げるとか、そういう、手術をしても裁判

で負けないような方策を今後検討するとか、前向きな答弁をお願いできませんでしょうか。 

○武見国務大臣 児童に対する医療行為については、民法に基づいて、親権者の同意を得て実施されますけれど

も、児童虐待が認められる場合には、児童福祉法に基づき、親権を制限することができるとされております。 

 この考えに基づきまして、昨年三月三十一日付で、当時の厚生労働省子ども家庭局から自治体に通知を発出を

いたしました。それは、まず、医師が児童に必要と判断する輸血などの医療を保護者が受けさせないことはネグ

レクトや心理的虐待に該当すること、それから第二に、輸血など、児童の生命身体の安全確保のために緊急の必

要があると認める場合などには、児童相談所長は可及的速やかに一時保護をした上で医療行為への同意等の対応

をすることなどの周知徹底を図ったところでございます。 

 児童虐待への対応については、こうした枠組みの下で迅速かつ適切に対応することとしておりまして、厚生労

働省といたしましても、こども家庭庁と緊密に連携をして、必要に応じてこれに協力をしていきたいと考えてお

ります。 

○山井委員 前向きに取り組んでくださるということは分かるんですけれども、児童相談所に相談とか、トラッ

クにひかれて血まみれになっているお子さんに、児童相談所が一時保護してとか、児童虐待と認定するとか、そ

んなこと言っていられない、時間的余裕がない場合があるんですよね。 

 最後に一言、是非とも、こういう被害が二度と出ないように…… 

○新谷委員長 申合せの時間が経過しておりますので、御協力願います。 

○山井委員 厚生労働省としても、更に取り組んでいきたいとか、検討していきたいとか、前向きな答弁をお願

いできませんでしょうか。 

○新谷委員長 武見厚生労働大臣、簡潔にお願いいたします。 

○武見国務大臣 はい。 

 医療ネグレクトに関する対応、これはこども家庭庁に引き継がれているんですけれども、厚生労働省としても、

こども家庭庁と緊密に連携をして、必要に応じて確実に協力をしていきたいと思います。 

○山井委員 命を守るのは厚生労働省の最終責任ですから、是非ともよろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

     ――――◇――――― 


